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  ３－２ 海域［窒素、燐］ 
項目 

 
類型 

利用目的の適応性 
基     準     値 
全 窒 素 
（㎎/L） 

全  燐 
（㎎/L） 

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げる
もの（水産２種及び３種を除く。） 0.2 以下 0.02 以下 

Ⅱ 
水 産 １ 種
水 浴 及 び Ⅲ 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の
（水産２種及び３種を除く。） 

0.3 以下 0.03 以下 

Ⅲ 水 産 ２ 種 及 び Ⅳ の 欄 に 掲 げ る も の
（水産３種を除く。） 0.6 以下 0.05 以下 

Ⅳ 
水 産 ３ 種
工 業 用 水
生 物 生 息 環 境 保 全

１ 以下 0.09 以下 

  (備考) １ 基準値は、年間平均値とする。 
      ２ 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 
 
  (注)  １ 自 然 環 境 保 全        ：自然探勝等の環境保全 
      ２ 水   産  １  種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 
           〃    ２  種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 
           〃    ３  種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 
      ３ 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 
 
  ３－３ 海域［全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩］ 

 
項 目  

 
類 型 

水生生物の生息状況の適応性 
基 準 値 

全 亜 鉛 
（㎎／L） 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 
（㎎／L） 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽ
ﾙﾎﾝ酸及びその塩

（㎎／L） 
生物Ａ 水生生物の生息する水域 0.02 以下 0.001 以下 0.01 以下 

生物特Ａ 生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）
又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.01 以下 0.0007 以下 0.006 以下 

    (備考)  基準値は、年間平均値とする。 
 
  ３－４ 海域［底層ＤＯ］ 

項目 
 
類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 
基 準 値 

底層溶存酸素量
（㎎/L） 

生物１ 
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・
再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再
生産できる場を保全・再生する水域 

4.0 以上 

生物２ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息
できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の
低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水
域 

3.0 以上 

生物３ 
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・
再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生
産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0 以上 

  (備考) 基準値は、日間平均値とする。 
 
 
 
 

  表３－３ 要監視項目および指針値（公共用水域） 
 
  １ 人の健康の保護に関連する物質 

                    （単位：㎎／L）   
項         目 指    針    値 

クロロホルム  ０.０６ 以下 
トランス-1，2-ジクロロエチレン  ０.０４ 以下 
1,2-ジクロロプロパン  ０.０６ 以下 
p-ジクロロベンゼン  ０.２ 以下 
イソキサチオン  ０.００８ 以下 
ダイアジノン  ０.００５ 以下 
フェニトロチオン  ０.００３ 以下 
イソプロチオラン  ０.０４ 以下 
クロロタロニル  ０.０５ 以下 
プロピザミド  ０.００８ 以下 
オキシン銅  ０.０４ 以下 
ジクロルボス  ０.００８ 以下 
フェノブカルブ  ０.０３ 以下 
クロルニトロフェン ―  （注１） 
イプロベンホス  ０.００８ 以下 
ＥＰＮ  ０.００６ 以下 
トルエン  ０.６ 以下 
キシレン  ０.４ 以下 
フタル酸ジエチルヘキシル  ０.０６ 以下 
ニッケル ―  （注２） 
モリブデン  ０.０７ 以下 
アンチモン  ０.０２      以下 
塩化ビニルモノマー    ０.００２     以下 
エピクロロヒドリン    ０.０００４    以下 
全マンガン         ０.２       以下 
ウラン           ０.００２     以下  
(注１) 胆のうがんとの因果関係が明らかになるまで、指針値は設定しない。 

  (注２) 毒性についての定量的評価が定まっていないため、指針値が削除された。 
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  ２ 有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生息又は生育環境の保全に関連する物質 

（単位：㎎／L）  
項   目 水   域 類  型 指  針  値 

クロロホルム 
 河川及び湖沼 

  生物Ａ ０.７    以下 
  生物特Ａ ０.００６  以下 
  生物Ｂ ３     以下 
  生物特Ｂ ３     以下 

 海域 
  生物Ａ ０.８    以下 
  生物特Ａ ０.８    以下 

フェノール 
 河川及び湖沼 

  生物Ａ ０.０５   以下 
  生物特Ａ ０.０１   以下 
  生物Ｂ ０.０８   以下 
  生物特Ｂ ０.０１   以下 

 海域 
  生物Ａ ２     以下 
  生物特Ａ ０.２    以下 

ホルムアルデヒド 
 河川及び湖沼 

  生物Ａ １     以下 
  生物特Ａ １     以下 
  生物Ｂ １     以下 
  生物特Ｂ １     以下 

 海域 
  生物Ａ ０.３    以下 
  生物特Ａ ０.０３   以下 

４ -ｔ -オクチルフェ
ノール 

 河川及び湖沼 

  生物Ａ ０．００１ 以下 
  生物特Ａ ０．０００７以下 
  生物Ｂ ０．００４ 以下 
  生物特Ｂ ０．００３ 以下 

 海域 
  生物Ａ ０．０００９以下 
  生物特Ａ ０．０００４以下 

アニリン 
 河川及び湖沼 

  生物Ａ ０．０２  以下 
  生物特Ａ ０．０２  以下 
  生物Ｂ ０．０２  以下 
  生物特Ｂ ０．０２  以下 

 海域 
  生物Ａ ０．１   以下 
  生物特Ａ ０．１   以下 

2,4-ジクロロフェノ
ール 

 河川及び湖沼 

  生物Ａ ０．０３  以下 
  生物特Ａ ０．００３ 以下 
  生物Ｂ ０．０３  以下 
  生物特Ｂ ０．０２  以下 

 海域 
  生物Ａ ０．０２  以下 
  生物特Ａ ０．０１  以下 

   


